
 

 

川崎市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年川崎市条例第７６

号）第４条第１項の規定による保有個人情報の目的外利用等の届出の状況（令

和８年２月分）について、同条第２項の規定に基づき、公表します。 

 

 

 令和８年３月１９日 

 

川崎市長 福田 紀彦       

 

 

 

 

１ 目的外利用 

（１）市  長              ７件 

 

 

 

 

２ 目的外提供 

（１）市  長              ７件 

（２）上下水道事業管理者         １件 

（３）交通局長              ２件 

（４）病院事業管理者           ４件 

（５）消 防 長             ３件 

（６）教育委員会             １件 
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